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自動車の所有権を留保した
売買契約の購入者に破産手続が
開始した場合にその代金を弁済した
保証人の別除権行使の可否

（最〔1小〕判平成 29年 12月 7日民集 71巻 10号 1925頁）

河　野　正　憲

【判示事項】

自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権
を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の保
証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、
購入者の破産手続が開始した場合において、保証人が留保所有権を別除権
として行使することの可否

【判決要旨】

自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権
を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の保
証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、
購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で当該自動車
につき販売会社を所有権者とする登録がされているときは、保証人は、上
記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができる。

最高裁第一小法廷平成 29年 12月 7日判決（平成 29年（受）408号、
自動車引渡請求事件）民集 71巻 10号 1925頁
上告棄却

判例研究
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原原審：札幌地方裁判所平成 28年 5月 30日判決
原審：札幌高等裁判所平成 28年 11月 22日判決

【事実関係】

本件は、自動車販売会社 Aから本件自動車を購入した Bの売買代金を
連帯保証した X（被上告人、被控訴人、原告）が、保証債務の履行として
Aに売買代金残額を支払い、Aに留保されていた本件自動車の所有権を法
定代位により取得したと主張して、上記支払後に破産手続の開始の決定を
受けた Bの破産管財人である Y（上告人、控訴人、被告）に対して、別
除権の行使として本件自動車の引渡しを求めた事案である。

B、A及び Xは、平成 25年 8月 20日、三者間において、Aが Bに対し
本件自動車を割賦払いの約定で売却すること、売買代金を担保するため A
に本件自動車の所有権が留保されること（以下、この留保される所有権を
「本件留保所有権」という。）、Xが Bの委託を受けて Bの Aに対する売買
代金債務を連帯保証することなどを内容とする契約を書面により締結し、
同契約において、要旨、次のとおり合意した。

ア 　Bが売買代金の支払いを 1回でも怠り、Xが売買代金残額の一括弁
済を必要と認めたときは、Xは、Bに通知・催告することなく、保証
債務の履行として Aに売買代金残額を支払うことができる。

イ 　Xが保証債務の履行として Aに売買代金残額を支払った場合には、
民法の規定に基づき、Xは当然に Aに代位して売買代金債権及び本
件留保所有権を行使することができることを確認する。
ウ 　Bは、期限の利益を喪失したときは、Xが代位取得した売買代金債
権の弁済のため、直ちに本件自動車を Xに引き渡す。
エ 　Xは、上記ウにより引渡しを受けた本件自動車について、その評価
額等をもって、売買代金債権の弁済に充てる。

平成 25年 8月 20日、本件自動車について所有者を A、使用者を Bと
する新規登録がされ、Aはその頃、Bに本件自動車を引き渡した。

Bが売買代金の支払を怠ったため、Xは平成 26年 9月 2日、Aに対し、
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上記合意アに基づいて、保証債務の履行として売買代金残額を支払った。
Bは、平成 27年 5月 13日、破産手続開始の決定を受け、Yが破産管財

人に選任された。
Xは、上記保証債務の履行として割賦金債務の残額を弁済したことによ
る法定代位により本件留保所有権を取得したと主張して、Yに対して本件
留保所有権に基づき、破産法 65条の別除権行使として本件自動車の引渡
しを求めた。
これに対して Yは、破産法 49条によれば特定の担保権につき別除権の
行使をする場合は、原則として破産手続開始時に、同担保権につき対抗要
件を具備する必要があり、本件別除権の行使をすることができないという。
原原審は、Xの請求を認容。Y控訴。原審は、控訴を棄却。Yは、破産
法 49条違反と共に、判例（最〔2小〕判平成 22年 6月 4日民集 64巻 4
号 1107頁）違反を理由に上告受理申立て。
上告棄却。

【判決要旨】

「3　所論は、本件自動車について本件購入者の破産手続開始決定の時点
で Xを所有者とする登録がなされていない以上、Xが本件留保所有権を
別除権として行使することは許されないのに、別除権の行使が許されると
した原審の判断には、法令解釈の誤り、判例違反がある旨をいうものであ
る。

4　自動車の購入者と販売者との間で当該自動車の所有権が売買代金債
権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の
保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った
後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で当該自
動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは、保証人は、
上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができる
ものと解するのが相当である。その理由は、以下のとおりである。
保証人は、主債務である売買代金債務の弁済をするについて正当な利益

を有しており、代位弁済によって購入者に対して取得する求償権を確保す
るために、弁済によって消滅するはずの販売会社の購入者に対する売買代
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金債権及びこれを担保するため留保された所有権（以下『留保所有権』と
いう。）を法律上当然に取得し、求償権の範囲内で売買代金債権及び留保
所有権を行使することが認められている（民法 500条、501条）。そして、
購入者の破産手続開始の時点において販売会社を所有者とする登録がされ
ている自動車については、所有権が留保されていることは予測し得るとい
うべきであるから、留保所有権の存在を前提として破産財団が構成される
ことによって、破産債権者に対する不測の影響が生ずることはない。そう
すると、保証人は、自動車につき保証人を所有者とする登録なくして、販
売会社から法定代位により取得した留保所有権を別除権として行使するこ
とができるものというべきである。

5　以上によれば、Xは、Yに対し、本件留保所有権を別除権として行
使することができる。これと同旨の原審の判断は、正当として是認するこ
とができる。所論引用の判例（最高裁平成 21年（受）第 284号同 22年 6
月 4日第二小法廷判決・民集 64巻 4号 1107頁）は、販売会社、信販会社
及び購入者の三者間において、販売会社に売買代金額の立替払をした信販
会社が、販売会社に留保された自動車の所有権について、売買代金残額相
当の立替金債権に加えて手数料債権を担保するため、販売会社から代位に
よらずに移転を受け、これを留保する旨の合意がされたと解される場合に
関するものであって、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用する
ことができない。」

【研究】

1　本件は、自動車の割賦売買契約における販売会社、買主及び信販会
社の三者間でなされた合意に従って、買主が代金債務の支払いを怠ったこ
とにより連帯保証契約により残代金の支払いをした信販会社が、売買代金
債権を担保するために販売会社に留保された所有権に基づき、破産手続開
始決定を受けた購入者に対する求償債権を担保するために別除権を行使し
た事案である。これに対して本件破産管財人は、本件売買対象となってい
る自動車の留保所有権につき求償権者がその登録を経ていないことを理由
にその別除権の主張を否定した。
本件で管財人はその主張の根拠として、本件と類似する最〔2小〕判平
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成 22年 6月 4日民集 64巻 4号 1107頁（以下適宜、「平成 22年判決」と
いう。）を援用したが、そこでは、民事再生手続開始事件での別除権行使
につき、求償権者の別除権行使には当該自動車の登録を経る必要がある旨
を判示していた。これに対して本件では、求償権者の自動車の所有権登録
は不要である旨を判示した。そこで、この先例と本件との関係が問題となっ
た。いずれの場合にも、自動車の所有権は販売業者に留保され、その名義
での登録がなされている点では共通であったが、平成 22年判決では、三
者間で交わされた合意の内容が＜売買代金及び手数料の立替払い＞であっ
たのに対して、本件では、＜購入者の不履行に備えた連帯保証契約＞であ
るとされた点に違いがある。このことは、まず、本件での留保所有権者の
法的地位をどのように理解すべきかが問題となる（本件に関するコメント
の多くが指摘するところである。）。その際、特に本件では求償権者の求償
権の発生及びそれに伴う担保権の移転が法定代位に基づくとされているこ
とが重要な意味を持つ。またひるがえって、自動車の所有権の登録が販売
業者名義でなされ、購入者への所有権移転が留保なされている事案で、代
金未払の購買者に倒産手続が開始した場合の信販会社による別除権行使の
要件をどのように理解すべきかが問われる。

2　（1）　通常、自動車の割賦販売契約においては、販売会社、買主の他、
買主の債務不履行に備えて信販会社の三者が関与し、この三者間で、買主
が売買代金を完済するまで自動車の所有権を販売会社に留保すること、契
約期間中に買主が債務の履行を怠ったときは信販会社が買主に代わって弁
済をし、販売会社に留保された所有権は信販会社に移転する等を内容とし
た三者間契約が締結されるのが一般である。その際特に、買主に倒産手続
（破産・民事再生手続）が開始した場合、信販会社は別除権を行使するこ
とができるのか、またその場合に、信販会社は当該自動車の登録名義を（販
売会社から）取得していなければならないかが問題となる。
（2）　本件で先例として挙げられた平成 22年判決では、前提とされた契
約は、自動車の割賦販売契約における、販売業者、買主及び信販会社の三
者間で、買主が信販会社に、売買代金から下取車の価格を控除した残額を、
自己に代わって立替払いをすることを依頼することを内容とするものであ
ると解されていた。
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この契約によれば、自動車の登録名義のいかんを問わず（名義が販売会
社になっている場合を含む。）買主は、立替払いにより本件自動車の所有
権が信販会社に移転し買主が立替金等債務を完済するまで信販会社に留保
されること（平成 22年判決での契約項目イ。民集 64巻 4号 1109頁参照）、
また買主が債務不履行により期限の利益を失ったときは、信販会社への債
務の支払いのため自動車を信販会社に引き渡すこと（同契約項目エ）、信
販会社は、引き渡された自動車の評価額をもって立替金債務に充当するこ
とができる（同契約項目オ）ことが合意されていた。
自動車について売買契約が締結された後、販売業者に所有権を留保する

旨の登録がなされ、信販会社は合意に従って立替払いを行い、その後、購
入者に小規模個人再生手続の開始決定がなされたことから、信販会社が、
三者間合意により販売業者に留保されていた所有権の移転を受けたことを
理由に、別除権行使として当該自動車の引き渡しを求めた事案であった。
最高裁は、手続開始時に立替払いをした者を所有者とする自動車の登録が
されていなかったことを理由に、別除権行使を否定した。その判決要旨で
は、「自動車の購入者から委託されて販売会社に売買代金の立替払をした
者が、購入者及び販売会社との間で、販売会社に留保されている自動車の
所有権につき、これが、上記立替払により自己に移転し、購入者が立替金
及び手数料の支払い債務を完済するまで留保される旨の合意をしていた場
合に、購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替
払をした者を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者と
する登録がされていても、上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保
した所有権を別除権として行使することは許されない。」とその理由を述
べた。
本件破産管財人は、この判決で示された判断をもとに、保証債務の履行

はしたが自己の所有者名義での自動車の登録をしていない信販会社（保証
人）からの別除権行使を拒絶した。これに対して本件最高裁判決は、売買
代金残債務を弁済したことを理由に別除権行使をした信販会社には自動車
の登録が販売会社から移されていなかったが、平成 22年判決とは異なっ
て、別除権行使を許容した。結論を異にした理由として本件最高裁は、平
成 22年判決が「販売会社、信販会社及び購入者の三者間において、販売
会社に売買代金額の立替払をした信販会社が、販売会社に留保された自動
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車の所有権について、売買代金残額相当の立替金債権に加えて手数料債権
を担保するため、販売会社から代位によらずに移転を受け、これを留保す
る旨の合意がされたと解される場合に関するものであって、事案を異にし、
本件に適切でない。」という。
結論を分けた両者を比較すると、買主の債務不履行により信販会社が

行った代金の支払いにつき、平成 22年判決はそれが「立替払契約」であ
りその履行として弁済をしたと解されていたのに対して、本件では、信販
会社は「購入者の委託を受けて売買代金を連帯保証し」、この保証債務の
履行としてなした弁済により、債権は法定代位により移転したのであり、
また留保所有権の移転もこれに伴って当然に発生すると解された点に違い
がある。なお、平成 22年判決ではその原審が、「立替払をすることにより、
弁済による代位が生ずる結果・・・留保していた所有権は、・・・残代金
債権と共に法律上当然に被上告人〔信販会社〕に移転する」と解釈し、そ
れをもとに別除権行使を許容していた。しかし、平成 22年判決はこのよ
うな控訴審の判断に対して、この契約は、「残代金相当額にとどまらず手
数料額をも含む本件立替金等債権を」内容とするものであり、控訴審の解
釈は当事者の合理的意思に反すると述べて、立替払契約と法定代位による
債権移転との区別の重要性を指摘していた。
（3）　本件最高裁判決では、登録名義の移転を受けていない信販会社（保
証人）の別除権の行使を許容した理由として次の諸点を挙げた。
①   「保証人は、主債務である売買代金債務の弁済をするについて正当な利
益を有しており、代位弁済によって購入者に対して取得する求償権を
確保するために、弁済によって消滅するはずの販売会社の購入者に対
する売買代金債権及びこれを担保するため留保された所有権を法律上
当然に取得し、求償権の範囲内で売買代金債権及び留保所有権を行使
することが認められている（民法 500条、501条）」こと、

②   「購入者の破産手続開始の時点において販売会社を所有者とする登録が
されている自動車については、所有権が留保されていることは予測し
得るというべき」こと、

③   「留保所有権の存在を前提として破産財団が構成されることによって、
破産債権者に対する不測の影響が生ずることはない」という。

④   以上により、「保証人は、自動車につき保証人を所有者とする登録なく
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して、販売会社から法定代位により取得した留保所有権を別除権とし
て行使することができる」との結論を引き出した。
このうち、①は、主債務の弁済をした保証人が取得した求償債権につき、

保証債務の履行により＜法律上当然に＞販売会社が購入者に対して有する
売買代金債権が移転し、それと共に保証人が販売業者に留保されている所
有権を取得し、その結果それを自ら行使することができるとする。これは、
求償権者である保証人が担保権を取得する根拠を示したものであり、また
販売業者に設定された担保権である留保所有権も求償権者への債権の法律
上当然の移転に伴って連動して移転するから、それに伴う当該自動車の登
録名義の移転は不要であることの＜実体法上の根拠＞が示されている。
また、本件のように、破産手続開始の時点で破産者の保有する自動車に

販売会社を所有者とする登録がなされている場合、そのことにより当該自
動車の所有権が販売会社に留保されていることは一般に予測し得ることで
あるという（上記②）。これは、破産者の保有する自動車につき販売会社
の所有名義の登録があれば、この登録によって当該自動車については所有
権留保がなされていることが対外的に明らかだとして、登録の機能につき、
当該自動車が被担保物件であることが他の者にも明確で、他の者に不測の
不利益を及ぼすことはないという。このことは、破産手続開始時にその名
義が販売業者に残されている場合を明示して論じられており、自動車登録
の機能は、専ら当該目的自動車が被担保物件だということを明示する点に
あることを強調する。他方で、その結果登録名義によってその担保権者を
特定する機能は要求していない。この点は、平成 22年判決が、登録名義
が別除権者の特定のために必要だとしたのとは異なっている。
さらに、本件では、以上のように理解しても、破産手続における他の一

般債権者との関係で、その弁済の基礎になる破産財団中での分別がなされ
ていることから、これを別除権の対象として破産手続外での別除権の対象
としても、これら一般破産債権者を害することにはならないと指摘する（上
記③）。
（4）　なお、自動車の売買契約において割賦販売契約の形態をとる場合
に発生する手続費用をどのように取り扱うべきかが問題となる。いずれに
せよ、割賦販売契約である以上購買者の債務不履行に備えて信販会社が関
与することによる手続費用の発生自体は不可欠である。
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平成 22年判決の事案は、信販会社による立替金支払いによる売買債権
の信販会社への移転であることから、手続費用はこれにより別途発生する
費用であるとされている。しかし、信販会社が連帯保証人として債務保証
をした本件事例では、この費用は所有権留保契約に伴い当然に発生する費
用であり、またこれは本来購入者が販売会社に対して負担すべきものであ
り（民 485条）、これとは別に取得した債権とは解されてはいない。原原
審は、この点に関して明確にこのような判断をしており（2　争点（1）ア
末尾〔民集 1948頁〕）、原審もこの点に関する原原審判断を引用している
（「第 3当裁判所の判断」（1）〔民集 1954頁〕）。本件最高裁判決では、手続
費用について別途言及していないが、これを売買代金と一括して取り扱っ
ており（本件売買代金は、割賦手数料として 43万 4868円を含む〔民集
1936頁〕。）、この原審判断は維持されていると解される。

3　（1）　最高裁平成 22年判決以来、学説上は倒産手続における自動車
の所有権留保契約を巡り様々な見解が展開されてきた。
第一に、契約実務上、自動車の割賦販売契約に関する約款の変更がなさ

れた点が注目された。このケースが前提とした約款は、立替払型の契約条
項を採用していたが、この判決では上述のように、そこでの約款上は、立
替払いされた際に変動する代金債権の信販会社への移転の法的性質は三者
間合意によるものであり、法定譲渡ではないことへの言及があったことも
あり、新たな約款では基本的に保証契約を基礎とした集金保証型の約款が
採用されている（これらの約款の詳細につき、田高寛貴「自動車割賦販売
における留保所有権に基づく信販会社の別除権行使」『金融法務事情』
2055号（2018）24頁、28頁、田村耕一「信販会社による所有権留保に関
する最判平 22年 6月 4日と最判平 29年 12月 7日に基づく三者関係の構
造に関する考察」広島法科大学院論集 14号（2018）95頁などを参照。）。
また、三者間契約の趣旨についても、信販会社が留保所有権を取得する

ことを正当化するための様々な提案がなされている（これらにつき、木村
真也『TNKローライブラリー』2018年 1月 26日 1頁以下、3頁）。もっ
とも、この三者間契約の解釈において、基本は、言うまでもないが、販売
会社と購入者との間での売買契約（民 555条）が、出発点であり、契約締
結時に販売会社に目的自動車の所有権が帰属することにあり、販売代金債
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権は、販売会社が購入者に対して取得するという経過を無視又は軽視する
理解をすることはできない。また、自動車の登録についても、販売会社の
所有権を留保する形態が実体に即したものでありそれが基本となる（販売
者への所有権留保は、直截に「当該自動車の所有権が合意により、代金完
済まで売主に留保されていること」を示したにすぎず、それ以下でも以上
でもない。所有権の登録しか存在せず、「担保」と明示しての登録は存在
しない。したがって、この所有権留保が担保目的であるか否かは、所有権
が留保された登録の法的評価に過ぎず、これが担保であるから担保権者で
ある信販会社に帰属するというのは当たらないというべきである。）。した
がってこれを直接に当初から信販会社の名義とすることにはなお正当な法
的根拠が十分ではないといわなければならない。このように見れば、販売
会社と購入者との間で行われた売買契約により発生した、売買代金債権と
それを担保する留保所有権が信販会社に移転する正当な理由を明確化する
ことが問題の核心であり、これを避けるためになされた様々な解釈提言は、
いささか技巧に走りすぎたとの批判は免れないであろう。
（2）　また、本判決が、集金保証型の約款を前提に、法定代位を許容し、
結論として平成 22年判決とは反対に、信販会社による別除権行使にその
自動車の所有権登録を要しないと判示したことから、学説上は様々な反応
が示されている。一般には、結論自体には好意的であるが、その根拠は様々
である。約款の形式の違いについても論者によっては、両者の違いは、「登
録名義の移転が可能になる時期が異なるだけであり、しかもその差異も相
対的なものにとどまる」との指摘もみられる（田高寛貴「前掲論文」28頁）。
また、「平成 22年判決が法定代位を否定したのは、所有権留保の被担保債
権が、販売会社の有していた割賦金債権ではなく、信販会社の立替金等債
権と約されていたからであった」とも理解のもとに、「販売会社の有して
いた原債権を被担保債権とする新約款では、被担保債権の同一性は維持さ
れている」として、法定代位構成が認められてよいとも論じる（田高寛貴
「前掲論文」29頁）。
しかし、このような法定代位に関する議論が、果たして最高裁判例が示

した理由を正面から受け止めているかについてもなお疑問は残ろう。
本件最高裁は、上記①に示したように、民法 500条に極めて忠実に、「保
証人は、主債務である売買代金債務の弁済をするについて正当な利益を有
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して」いること、「代位弁済によって購入者に対して取得する求償権を確
保するために、弁済によって消滅するはずの販売会社の購入者に対する売
買代金債権及びこれを担保するため留保された所有権（以下『留保所有権』
という。）を法律上当然に取得」すること挙げる。その結果、「求償権の範
囲内で売買代金債権及び留保所有権を行使することが認められている（民
法 500条、501条）。」と、極めて明確にそして専ら民法 500条及び 501条
の規律を根拠に挙げる（このようなシンプルな理由付けにつき、鈴木尊明
『TNKローライブラリー』2018年 1月 28日 1頁以下、3頁）。
（3）　このような本件の最高裁の判示をどのように受け止めるべきかに
ついて、一般には、販売業者に発生した売買代金が信販会社の弁済により
信販会社に移転する根拠が「法定の債権譲渡」であることの実定法上の趣
旨等について、必ずしも立ち入った十分な検討はなされてはいないように
みえる。一般な受け止め方は、この三者間合意につき、より柔軟な解釈に
より、法定の債権譲渡と任意のそれとの相違を減少する方向が顕著であり
（本件につき、小山泰史『金融商事判例』1548号 8頁、森田修『金融法務
事情』2097号 33頁）、本判決が依拠した実定法規定そのものの趣旨に立
ち返った検討は必ずしも十分だとはいえないからである。

4　（1）　本件で最高裁がその判断の出発点としたのは、本件契約内容に
よれば、本件信販会社の法的地位が連帯保証人であることにある。本件の
ように自動車の割賦販売契約で、信販会社が＜連帯保証人として関与＞す
る形態の三者間契約が締結されている場合、債務者の債務不履行による信
販会社の弁済により、信販会社が購買者に対して取得する求償権は、弁済
をするについて正当な利益を有する保証人に与えられるものである（民
500条）。
この求償権の発生につき民法 500条は、「弁済をするについて正当な利
益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する」と定めており、
要件としては極めて包括的に弁済による法定代位を定めている。その際、
この場合の法定代位では、弁済をするについて正当な利益を有する者がな
した弁済により、＜法律上の規定により当然に債権者が有する債権が代位
者に移転する＞と観念されており、任意代位の場合（民 499条）とは別の
法構造となっている（わが国の民法典の規定の沿革につき、船越隆司「弁
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済者の代位」星野英一編集代表『民法講座 4債権総論』（有斐閣・1985）
337頁以下、また、磯村哲編『注釈民法（12）』（有斐閣・1970）333頁以
下〔石田喜久夫筆〕）。
＊　 なお、改正民法は弁済による代位規定に関して若干の修正をしている。

まず、改正法 499条は、「弁済による代位の要件」として、「債務者の
ために弁済をした者は債権者に代位する。」と定め、任意代位と法定
代位の双方に共通の要件を定める。その際、任意代位については従来
要件とされてきた「債務者の承諾」を削除した。またこれを承けて、
同 500条は、「第 467条（債権の譲渡の対抗要件）の規定は、前条の
場合（弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する
場合を除く）について準用する」と定めて債権譲渡の対抗要件につい
ては、任意代位の場合と法定代位の場合を区別している。ここからは、
改正法においてもなお、両者の区別が維持されていることは明らかで
ある。

（2）　わが国の民法が法定代位についてその発生要件につき包括的規定
（民 500条）を置く（改正法も同じ）のに対して、ドイツ民法はこれとは
異なって、同趣旨ではあるが個別の事項について各々定めを置いている。
例えば連帯債務（ド民 426条 2項）、保証債務（ド民 774条 1項）などに
見ることができる。これは、この制度の適用につきその範囲が拡散するこ
とを避け、その制度趣旨をより明確化する目的があったとみ得る。
もっとも、わが国でもこのような包括規定の問題（拡散化への危惧）が

指摘されその具体化と適用事例の明確化が試みられている。その結果、「弁
済をなすにつき正当な利益を有するもの」に該当するのは以下の通りであ
る（我妻栄『新訂債権総論』（岩波書店・1964）251頁、磯村哲編『注釈
民法（12）』（有斐閣・1970）333頁以下〔石田喜久夫筆〕、船越隆司「前
掲論文」365頁）。
①   弁済をしなければ債権者から執行を受ける者として、保証人、物上保
証人、抵当不動産の第三取得者、連帯債務者、不可分債務者、賃借人
が挙げられる。また、

②   弁済しなければ債務者に対する自己の権利の価値を失う者として、後
順位担保権者、一般債権者が挙げられている。
これらの法定代位における求償権を根拠づける債権移転の法的性質は、
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沿革上及びわが国だけでなくドイツでも現行法上も「法定の債権譲渡
（Legalzession）」であるとされており、その法律関係の理解については、
例えばドイツで保証債務の弁済に関する 774条 1項については、「保証人
が主債務の弁済をした場合、その結果として消滅するのは保証債務のみで
あり、これに対して主債務は存続し続け、従って、これが保証人に移転す
る（cessio legis〔 法 定 の 譲 渡 〕）。」 と 説 明 さ れ て い る（Jauernig- 
Vollkommer, BGB. Aufl. 1999, § 774, Rdnr.1）。このような法定譲渡に関す
る規定は、その適用範囲について限定が必要であり、これを契約条項の解
釈で柔軟化・拡張的な取り扱いをすることは、慎重であるべきであろう。
（3）　以上の保証人や連帯債務者等の弁済をなすにつき正当な利益を有
する者が弁済をした結果発生する効果である法定の債権譲渡は、「ただ求
償権のために行われ、特に補償を必要とする連帯債務者のために債権者に
保証された担保を獲取することを可能にする点にある」とされ（So, H-K 
Kommentar zum BGB, Bd.II 2. Teilband, 2007/ Sonja Meier, §§ 420- 432/I, Rdnr. 
148, S. 2515 f.）、とくに担保権との関係で、「その実際上の最も重要な長所は、
ド民法 402条〔法律上の債権譲渡〕、401条〔付属の権利または優先権の移
転〕と結びついた付随的な担保権が移転すること」にある、と言われる（H-K 
Kommentar zum BGB/ Sonja Meier, aaO. Rdnr. 150, S. 2515）。
本件でも、信販会社は保証人としてこの三者間契約関係に関与しており、

購入者の債務不履行により残債務を弁済したことにより、販売者が有した
売買代金債権を法律上当然に取得し、併せて販売者が有する担保権（留保
所有権）を承継的に取得するとの、極めてオーソドックスな法的構成が最
高裁によって示されている。その結果、信販会社は、実体法上は担保権者
としてその担保権を実行することができることになる。

5　（1）　以上のような、信販会社が実体法上取得した売り主の担保権を
倒産手続との関係で、特に別除権として行使する場合にはどのような問題
が発生するであろうか。平成 22年最高裁判決は、民事再生手続における
別除権行使の事案であったが、本件が破産手続であった点で、特にこれら
倒産手続における別除権行使との関係が問題となる。
（2）　まず、平成 22年判決では民事再生手続における別除権行使と自動
車の所有権留保とが問題となったために、その手続での自動車の所有権登
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録の機能が問題とされた。
従来の倒産法学説では一般に、民事再生手続における再生債務者の法的

地位につき、破産手続における破産管財人の法的地位と同様に、その＜地
位の第三者性＞が強調され、その結果、別除権行使に関しても対抗要件と
してその具備を要求するのが一般であった（これらの見解の概要につき、
才口千春＝伊藤眞『新注釈民事再生法（上）』（金融財政事情研究会・2011）
38条 4（190頁以下）〔三森仁筆〕）。例えば、代表的見解は、民事再生手続
開始決定により再生債務者には第三者性が付与されると理解する（松下淳
一『民事再生法入門』（有斐閣・2009）64頁）。また、民事再生債務者等の
手続開始後の実体法上の地位については、破産管財人と同様、「管財人はも
ちろん、再生債務者にも、破産管財人と同様に、実体法律関係における差
押え債権者類似の地位が認められる」との説明もみられる（伊藤眞『破産法・
民事再生法〔第 3版〕』（有斐閣・2014）807頁以下）。そしてこのような一
般的な理解に基づいて、平成 22年最高裁判決も、対抗要件としての自動車
の所有名義を具備しない信販業者からの別除権行使が否定されたと論じる
見解もある（加毛明『倒産判例百選〔第 5版〕』（有斐閣・2013）118頁、
119頁）。
これに対して、民事再生手続における再生債務者の地位を＜第三者＞と

位置付けることに対する疑問も有力に存在する（例えば、有住淑子「再生
債務者の法的地位」『倒産法学の軌跡と展望』（桜井孝一先生古稀祝賀）（成
文堂・2001）1頁、9頁）。
再生債務者の法的地位を＜第三者＞とみることは、基本的に、債務者に

手続が開始されたことにより選任された管財人又は再生債務者が、従来の
債務者とは別の人格を取得することを意味し、特にその地位が「差押債権
者と類似の地位」を取得すると理解することになり、その結果、対抗要件
に関しては、別除権者は、専らこの＜第三者＞との関係で、自己の地位を
主張できないのだと理解することになる。しかし、このように別除権者を、
専ら管財人又はそれと類似の地位の再生債務者との対抗問題として、事柄
をこの両者の関係の問題とすることは、倒産手続の実体には即していない
というべきであろう。倒産手続では、競合する多数の債権者が存在し、特
にこれらの他の一般債権者との関係で、ある特定の債権者が債務者の有す
る特定の財産を被担保物件とする場合に、その担保権を行使し得る地位を
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承認し得るかが問題なのだというべきである（この点については既に論じ
たことがある。園尾隆司＝小林秀之編『条解民事再生法〔第 2版〕』（弘文
堂・2007）§ 38-2（4）（c）195頁〔河野正憲筆〕）。ここで要求される「対
抗要件とされている事項」は、第三者との対抗問題に要する本来の対抗要
件ではなく、多数の債権者が競合する中で特定の被担保物件に対して担保
権を行使する権限を有することを明らかにするための、特定の担保権を有
する者の＜権利行使要件である＞と理解すべきであろう（権利行使者の特
定識別機能）。平成 22年判決が、「再生手続が開始した場合において特定
の担保権を有する者の別除権の行使が認められるためには、個別の権利行
使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行使すること
ができる債権者との衡平を図るなどの趣旨から、原則として再生手続開始
の時点で当該特定の担保権につき登記、登録等を具備している必要がある
のであって（民事再生法 45条参照）」と言うのはこのことを述べたと理解
するのが素直である（なお、園尾隆司＝小林秀之編『前掲書』166頁〔園
尾隆司筆〕は、本件が小規模個人再生手続であったことから、第三者性に
ついて言及しなかったのだと、手続の特異性を挙げるが、その特別の言及
はなくそのように理解するには無理がある）。
なお、この点に関して、倒産事件についてはすべて対抗要件を具備しな

い別除権行使が認められないと割り切る見解がある。この見解は、対抗要
件が倒産手続における権利保護要件だと理解し、一律にその具備を要求す
る（甲斐哲彦「対抗要件を具備していない担保権の破産・民事再生手続き
上の地位」『司法研修所論集 118号』（司法研修所・2006）119頁）。しかし、
一律にこのように言えるかは問題であり、本件最高裁判決では、別除権行
使にその例外を認めた。
（3）　破産手続において物的担保権者は、自己の物的担保権を専ら被担
保物件から＜別除権＞として、破産手続によらずに行使することができる
（破 65条 1項）。本来、当該被担保物件は、破産財団の一部を構成しており、
これは破産管財人の管理に服している。そこで、別除権者にこのような財
産について担保権の行使を許し、当該財産の価値の範囲内で担保権者に優
先的に破産債権の回収を許容するためには破産者の破産財団（再生手続で
は再生債務者の責任財産）の中で、当該物件が特定明示されていなければ
ならない（目的財産識別機能）。自動車につき所有権留保による担保が設
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定された場合、この目的物は自動車の所有権の登録によって特定・区別さ
れることになる。本件最高裁は、販売者に所有権名義が留保されている旨
の自動車の登録があれば、そのことによって当該物件は他の一般財産とは
分別・識別されており、他の債権者に明確であることから、このような担
保目的物の識別機能ははたされているという。そのうえで、この販売業者
の有する担保権が、信販業者の保証債務の履行により、売買債権が法定譲
渡されることに付随して、（消滅することなく）移転するという。
これに対して、平成 22年判決の事案では、自動車の所有権の登録は、

販売会社の名義で登録されていることから、確かに目的物件が別除されて
いること自体（目的財産識別機能）は示されていても、それが更に担保権
行使者である信販会社のために別除されていること、換言すれば、信販会
社がそれを別除権として行使する権限を有していることは示されていない
という。ここでは、したがって登録はその名義人との関係で、別除権行使
の要件であると解されている（権利行使者の特定識別機能）。ここでは、
信販会社の主張する担保権は、販売会社のそれを法律上当然に取得したと
は言えないからに他ならない。

6　本件は、自動車の割賦販売契約で利用される自動車の所有権留保契
約につき、それを保証契約であるとする約款によれば、信販会社の主債務
の弁済による求償権の性質及びそれによる、販売会社の有する担保権が信
販会社に実体法上移転し、信販会社は自己の登録名義なくして別除権行使
ができるとしたものであり、平成 22年判決が提示した問題につき一つの
決着を示したといえる。なおこれに関連するいくつかの問題があるが、そ
の検討は後日に譲る。

〔 補記〕

本件については、平成 30年 7月 4日に開催された、全国倒産処理弁護
士ネットワーク・九州ブロックの第 20回研究会で、久間孝平弁護士のオー
トローン契約約款を中心とした詳細な研究報告と、参加の方々の様々な実
務上の議論に接した。本稿は、その席で筆者が行ったコメントを大幅に補
充したものである。
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